就業延期申請書に添付する証明書類
	就業延期の理由
	証明書
	証明書の発行者
	猶予期間

	進学
	入学許可書
	学校長等
	・進学先の課程の修業年限

・留年した場合は1年ごとに申請すること（在学証明書を添付のこと）

	病気、負傷、

妊娠・出産等
	診断書
	医師
	・その事由が続いている期間中

ただし、出産の理由の場合は産後

１年間まで

・１年ごとに申請すること。

	災害
	罹災証明書等
	市区町村長

消防署長
	・その事由が続いている期間中

・１年ごとに申請すること。

	その他やむを

得ない理由
	その事実を証明する証明書
	その事実を証明できる第三者
	・その事由が続いている期間中

・１年ごとに申請すること。


(注)　修業延期申請は、上記理由により免許を取得してから１月以内に返還免除対象施設に勤務を開始できない場合に行うこと。
